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２ ２ 陳 情 
第 ２ ６ 号 

 
国民健康保険料の値下げ等を求める陳情 

 
付 託 委 員 会 

 
福祉健康委員会 

 
受理及び付託 
年 月 日 

 
平成２２年１０月４日受理、平成２２年１０月４日付託 

陳 情 者 

 
新宿区北新宿            
              

会長          ほか２２名 

（ 要 旨 ） 

１ 国民健康保険料を引き下げてください。特に、毎年値上げされている均等割を引き

下げてください。 

２ 国民健康保険料と医療費の本人負担の減額・免除の適用基準と所持金の限度額を引

き上げてください。窓口負担減免制度を創設してください。 

３ 「旧但し書方式」への制度変更を見直し、広域化は行わないでください。 

４ 統一保険のあり方を決定している２３区特別区長会を傍聴可能にし、議事録を公開

するよう要望してください。 

（ 理 由 ） 

２０１０年３月末現在、新宿区の国民健康保険（以下、国保）は人口の３３％・１０

４，２１４人が加入し、世帯の４４％・７４，８９５世帯になっています。リストラや

倒産などによる失業者、非正規の労働者が増加していることも原因です。 

 国保料の１人当たりの均等割額は、介護保険導入前の１９９９年度２６，１００円だ

ったものが、２０１０年度は医療分＋介護分＋支援金分を合わせると５１，９００円と

約２倍に上がっています。 

 滞納は１００～２００万円の所得層に集中し、低所得者ほど重い負担となっていま

す。「保険料を払ったら生活できない、医者にかかれない」区民が多数いるのに、区民

生活は破綻しかねません。 

 しかし、統一保険料方式をとっている２３区では原因を解消するのではなく、２０１

１年度から国保の広域化を念頭に、賦課方式を「住民税方式」から「旧ただし書き方式」

に変更する方針を、区民に問わないまま特別区長会で決定しています。 

 憲法で保障された社会保障として区民のいのちと暮らしを守りかつ国民皆保険制度

を維持するよう要望します。 
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